
昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
八
日
受
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答

弁

第

三

三

号 

   

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
一
％
枠
突
破
の
防
衛
費
に
対
す
る
売
上
税
と
円
高
差
益
分
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
八
第
三
三 

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
中 
曽 

根 

康 

弘 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
一
％
枠
突
破
の
防
衛
費
に
対
す
る
売
上
税
と
円
高
差
益 

分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

（一） 

今
回
の
売
上
税
の
創
設
を
含
む
抜
本
的
税
制
改
革
は
、
所
得
、
消
費
、
資
産
等
の
間
で
均
衡
の
取
れ
た
税

体
系
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
め
、
所
得
税
、
法
人
税
等
の
思
い
切
つ
た
減
税
を
行
う
と
と
も
に
、

現
行
間
接
税
制
度
が
抱
え
る
諸
問
題
を
根
本
的
に
解
決
し
、
併
せ
て
減
税
財
源
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
売
上

税
を
創
設
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
税
制
改
革
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
衆
議
院
議
長
の
あ
つ
せ
ん
に
よ
つ
て
示
さ
れ

た

と

こ

ろ

に

従 

い
、
衆
議
院
に
税
制
改
革
に
関
す
る
協
議
機
関
を
設
置
し
、
税
制
改
正
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ

と

と
さ

れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
検
討
の
推
移
を
注
意
深
く
見
守
つ
て
ま
い
り
た
い
。 



（二）

（ 1）
 

外
貨
関
連
経
費
の
積
算
に
当
た
つ
て
は
、
従
来
か
ら
、
各
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
、
編
成
時
ま
で

の
外
国
為
替
市
場
の
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
予
算
の
積
算
レ
ー
ト
と
し
て
適
切
な
も
の
を
設

定
す
る
よ
う
努
力
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

（ 2）

 

一
般
的
に
外
国
為
替
相
場
は
年
度
途
中
の
経
済
動
向
等
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
相

場
の
変
動
が
外
貨
関
連
経
費
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
予
算
執
行
段
階
の
問
題
で
あ
る
。 

ま
た
、
こ
の
点
か
ら
み
て
、
現
在
国
会
に
提
出
し
て
い
る
昭
和
六
十
二
年
度
防
衛
関
係
費
に
含
ま
れ
る

外
貨
関
連
経
費
に
つ
い
て
御
指
摘
の
よ
う
な
単
純
計
算
を
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
当
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。 

昭
和
六
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
箇
月
間
の
平
均
レ
ー
ト
一
ド
ル
＝
百

六
十
三
円
等
を
予
算
の
積
算
に
用
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
予
算
執
行
段
階
で
、
仮
に
余
剰
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
不
用
と
し
て
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
と 

四 

 



五
及
び
六
に
つ
い
て 

（三） 

以
上
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
二
年
度
防
衛
関
係
費
に
お
け
る
売
上
税
分
及
び
外
貨
関
連
経
費
に

つ
い
て
減
額
修
正
す
る
考
え
は
な
い
。 

（一） 

支
出
官
事
務
規
程
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
（
以
下
「
支
出
官
レ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
は
、

昭
和
五
十
三
年
か
ら
五
十
七
年
ま
で
は
半
年
ご
と
に
変
更
し
て
い
た
が
、
予
算
執
行
事
務
が
煩

瑣さ

と
な
り
問

題
が
多
か
つ
た
た
め
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
降
は
年
度
間
を
通
じ
て
一
定
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

支
出
官
レ
ー
ト
を
半
年
ご
と
に
変
更
す
る
方
式
と
す
る
こ
と
は
、
予
算
執
行
事
務
を
煩
瑣
と
す
る
こ
と
と

な
り
、
適
当
で
は
な
い
。 

な
お
、
支
出
官
レ
ー
ト
が
実
勢
レ
ー
ト
と
乖
離
し
て
も
、
そ
の
差
額
は
、
支
出
官
レ
ー
ト
よ
り
円
高
の
場

合
に
は
国
の
雑
収
入
と
し
て
整
理
さ
れ
、
円
安
の
場
合
に
は
国
か
ら
資
金
交
付
を
受
け
て
補
て
ん
さ
れ
る
の 

し
て
い
る
。 

五 

 



七
に
つ
い
て 

（二） 

外
貨
関
連
経
費
の
積
算
に
当
た
つ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
従
来
か

ら
、
各
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
、
編
成
時
ま
で
の
外
国
為
替
市
場
の
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
で
き
る
限

り
適
切
な
予
算
積
算
レ
ー
ト
を
設
定
す
る
よ
う
努
力
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
日
に
防
衛
庁
よ
り
提
出
さ
れ
た
衆
議
院
予
算
委
員
会
要
求
資
料
に
お
い
て
示
さ
れ
て

い
る
昭
和
六
十
二
年
度
防
衛
関
係
費
に
係
る
円
高
に
よ
る
外
貨
関
連
経
費
の
減
少
効
果
約
三
百
二
億
円
は
、
一

ド
ル
＝
百
六
十
三
円
等
で
積
算
さ
れ
て
い
る
昭
和
六
十
二
年
度
の
外
貨
関
連
経
費
の
金
額
と
、
仮
に
同
経
費
を

昭
和
六
十
一
年
度
予
算
積
算
レ
ー
ト
で
あ
る
一
ド
ル
＝
二
百
九
円
等
で
積
算
し
直
し
た
場
合
に
お
け
る
金
額
と

の
差
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

で
、
予
算
の
円
滑
な
執
行
に
支
障
は
生
じ
な
い
。 

昭
和
六
十
二
年
度
防
衛
関
係
費
に
含
ま
れ
る
外
貨
関
連
経
費
は
、
大
蔵
原
案
の
段
階
に
お
い
て
も
一
ド 

六 

 



 

七 

ル
＝
百
六
十
三
円
等
で
積
算
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

八
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
二
年
度
防
衛
関
係
費
に
係
る
円
高
に
よ
る
外
貨
関
連
経
費
の
減
少
効
果
は
、
七
に
つ
い
て
に
お
い

て
述
べ
た
と
お
り
、
約
三
百
二
億
円
と
試
算
し
て
い
る
。 

そ
の
内
訳
は
、
Ｆ
Ｍ
Ｓ
で
約
百
六
十
一
億
円
、
一
般
輸
入
で
約
百
九
億
円
、
国
産
品
中
の
輸
入
で
約
三
十
二

億
円
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

  




